
日
本
共
産
党
市
議
団
は
、
６
月

20

日
、
岩
谷
市
長
に
対
し
て
、

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
指
定
管
理

に
あ
た
り
、
保
育
の
質
を
守
る
た

め
に
」
要
望
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
が
、

市
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
民
間
株

式
会
社
ト
ラ
イ
に
変
わ
っ
て
５
年

目
と
な
り
、
今
年
は
指
定
管
理
事

業
者
を
更
新
す
る
年
で
す
。
日
本

共
産
党
市
議
団
は
、
営
利
目
的
の

民
間
株
式
会
社
へ
の
指
定
管
理
に

一
貫
し
て
反
対
し
、
市
直
営
で
の

運
営
を
求
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

す
で
に
指
定
管
理
者
募
集
の
要
綱

が
配
布
さ
れ
、
現
地
説
明
会
が
お

こ
な
わ
れ
、
７
月
３

日
か
ら
募
集
を
受
け

付
け
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
中
で
、
今
回
の
更

新
で
指
定
管
理
者
制

度
を
中
止
す
る
こ
と

は
現
実
的
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
保
育
の

質
を
守
る
た
め
に
必

要
最
小
限
の
要
望
を

お
こ
な
っ
た
も
の
で

す
。当

日
は
、
こ
ど
も

未
来
部
長
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
担
当
課

長
ら
と
懇
談
し
ま
し
た
。

支
援
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
今

回
の
募
集
要
項
で
示
し
た
仕
様
書

は
、
現
状
を
「
最
低
ラ
イ
ン
」
と

し
て
「
開
設
時
間
全
て
を
勤
務
す

る
職
員
を
１
名
以
上
」
「
支
援
員

は
、
原
則
、
１
日
３
時
間
30
分
以

上
勤
務
す
る
も
の
」
と
し
て
い
る

が
、
埼
玉
県
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

沿
っ
て
運
営
す
る
こ
と
も
明
記
し

て
い
る
の
で
、
選
定
に
あ
た
っ
て

は
事
業
者
か
ら
の
支
援
員
の
配
置

な
ど
の
提
案
を
見
極
め
た
い
。
市

内
を
３
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て

募
集
し
て
い
る
の
で
、
一
括
指
定

管
理
の
方
針
で
は
な
い
。
と
い
っ

た
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
者
更
新
に
あ
た
り

常
勤
支
援
員
複
数
配
置
な
ど
を
要
望

仕
様
書
は
最
低
ラ
イ
ン

の
現
状
を
提
示

放課後児童クラブ指定管理にあたり

保育の質を守るための要望書

１．学童保育支援員は専門職であり、県のガイドライ

ンでは「支援員の役割と仕事内容から常勤での複数

配置に努めること」「常勤とは事業所が定める勤務

時間のすべてを勤務するもの」と定めています。現

状は「開設時間前の12時から勤務する支援員は1人」

で、勤務時間のすべてを勤務するもの(常勤)の複数

配置が実施されていません。子どもの発達保障から

も、支援員の専門性を生かすためにも、指定管理者

募集の仕様書では「勤務時間のすべてを勤務する支

援員を複数で配置」と明記してください。

２．社協が指定管理者の際に、すべての指導員が一堂

に会し、保育実践の交流、困難事例の検討などをお

こなったことが日々の保育に役立ったと言われてい

ます。支援員研修はアレルギーや救急処置にとどめ

ず、専門性を生かし、伸ばすための研修を必ずおこ

なうことを義務付けてください。

３．営利目的の民間株式会社への一括指定管理をやめ

て、非営利団体、NPO法人等への優先委託を検討して

ください。




